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図3－4　採血基準・問診により採血できないとされた人数の推移（各年１月～12月）

（日本赤十字社提出資料より厚生労働省作成）
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このような採血前の検査・問診により、採血できない

とされた人数の推移を図3－4に示しました。

「血液比重・血色素量不足」は、本採血前の血液検査

の結果、血液比重又は血色素量が採血基準に足りないと

判断された方です。平成17年においては、男女間の実

人数の比較で約16倍の格差があります。若い女性にお

けるダイエット志向も一因ではないかと言われています

が、定かではありません。

「問診①」は、問診の際に輸血歴、B型肝炎ウイルス

（HBV）・C型肝炎ウイルス（HCV）・ヒト免疫不全ウイ

ルス（HIV）の持続保有者（キャリア）、欧州での長期

滞在経験などの項目が該当することが判明したため、採

血できないと判断された方です。およそ3万人から4万

人前後で推移しています。

「問診②」は、問診により海外旅行の直後などに該当

することが判明したため、その時点では採血できないも

のの、期間を置いて再来すれば採血できると判断された

方です。およそ十数万人程度で推移しています。

「その他」は、以下の項目に該当する方です。約40万

人弱で推移しています。

1 服薬：注射又は服薬の状態が問診の基準を満たさ

ない場合

2 事前検査：血液検査（血色素量以外）、血圧等で

不適の場合

3 1, 2以外：年齢、体重、採血回数、年間総採血量、

採血間隔、希望者の意思変更、血管が細い等で不適

の場合

なお、「血液比重・血色素量不足」以外の項目におい

ては、男女間に大きな差はありません。


